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湖
北
省
雲
夢
県
城
関
鎮
建
新
村
九
組
に
属
す
る
龍
崗
と
い
う
名
の
台
地
で
、
拘
留
所
・
預
審
所
・
看
守
所
（
刑
務
所
）
の
建
設
に
伴
う

発
掘
調
査
が
一
九
八
九
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
行
わ
れ
、
秦
代
か
ら
前
漢
初
期
に
至
る
ま
で
の
間
に
造
ら
れ
た
九
座
の
小
型
の
長
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六
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墓
か
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し
た
木
牘
の
一
尺
六
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の
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さ
に
つ
い
て
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方
形
土
坑
堅
穴
墓
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
六
号
墓
か
ら
百
五
十
枚
余
り
の
竹
簡
と
一
枚
の
木
牘
が
出
土
し
た
。
竹
簡
に
は
秦
の
法
律

の
条
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
・
孝
感
地
区
博
物
館
・
雲
夢
県
博
物
館
「
雲
夢
龍
崗
秦
漢
墓
地
第
一
次
発
掘
簡
報
」（『
江
漢
考
古
』
一
九
九

〇
年
第
三
期
掲
載
）
に
拠
れ
ば
、
六
号
墓
は
一
椁
一
棺
墓
（
椁カ

ク

は
外
棺
。）
で
、
墓
口
三
・
二
×
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル
、
墓
坑
の
深
さ

二
・
九
四
メ
ー
ト
ル
。
椁
室
は
棺
室
と
頭
廂
（
廂
は
箱
。）
と
に
分
か
れ
て
お
り
、
随
葬
品
の
大
部
分
が
頭
廂
に
置
か
れ
、
棺
内
に
竹
簡

及
び
木
牘
、
双
六
の
駒
が
置
か
れ
て
い
た
（「
第
一
次
発
掘
簡
報
」
六
号
墓
平
・
剖
面
図
。
縮
尺
に
「
20
厘
米
」
と
あ
る
の
は
「
60
厘
米
」

の
誤
植
で
あ
ろ
う
。）。
棺
内
に
は
た
だ
墓
主
の
上
半
身
の
骨
骸
痕
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
下
肢
の
骨
痕
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
木
牘

は
墓
主
の
腰
部
か
ら
出
土
し
た
。
長
さ
三
六
・
五
セ
ン
チ
、
幅
三
・
二
セ
ン
チ
、
厚
さ
五
ミ
リ
で
あ
る
。
竹
簡
は
墓
主
の
足
を
覆
う
位
置

か
ら
出
土
し
た
。
完
形
の
簡
は
長
さ
二
八
セ
ン
チ
、
幅
五
ミ
リ
か
ら
七
ミ
リ
、
厚
さ
一
ミ
リ
で
あ
る
。

劉
信
芳
・
梁
柱
編
著
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』（
科
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
に
拠
れ
ば
、
出
土
し
た
陶
器
の
形
か
ら
判
断
し
て
、
六
号

墓
は
「
秦
代
の
墓
葬
で
あ
っ
て
、
そ
の
年
代
の
下
限
は
西
漢
に
到
ら
な
い
。」（
四
十
八
頁
）
と
い
う
。

二

棺
内
の
人
骨
と
被
葬
者
の
身
分
と
に
つ
い
て

前
掲
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』
は
「
棺
内
の
人
骨
は
一
枚
の
竹
の
む
し
ろ
（
原
注
。
甚
し
く
朽
ち
て
い
る
。）
で
包
ま
れ
て
い
た
。
体
を
横

向
き
に
し
て
寝
か
さ
れ
、
頭
を
北
に
し
て
顔
を
西
に
向
け
て
い
た
。
そ
の
下
肢
骨
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
男
性
の
よ
う
で
あ
る
。」（
六

頁
）
と
記
し
て
い
る
。
同
書
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
六
号
墓
棺
内
人
骨
及
随
葬
品
分
布
平
面
図
」
を
見
る
と
、
上
半
身
の
骨
が
多
少
残
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
第
一
次
発
掘
簡
報
」（
前
掲
）
の
「
六
号
墓
剖
面
図
」
を
見
る
と
、「
下
肢
骨
が
見
ら
れ
な
い
」
ど
こ
ろ
か
、

雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
木
牘
の
一
尺
六
寸
の
長
さ
に
つ
い
て

三

(一
四
二
)



上
半
身
の
骨
も
ほ
と
ん
ど
痕
跡
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
馬
彪
『
秦
帝

国
の
領
土
経
営
―
雲
夢
龍
崗
秦
簡
と
始
皇
帝
の
禁
苑
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
一
三
年
）
は
「
龍
崗
秦
簡
の
発
見
現
場
の
発
掘
者
で
あ
る
」「
楊
文
清
氏
に
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
Ｍ
⚖
墓
の
死
体
は
下
半
身
も
上
半
身
も
骨
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て

い
な
い
（
中
略
）
の
は
、
事
実
で
あ
る
と
い
う
。
楊
氏
は
繰
り
返
し
て
「
死
体
の
保

存
状
態
は
と
て
も
悪
か
っ
た
」
と
強
調
し
た
。
つ
ま
り
、
人
骨
に
よ
っ
て
埋
葬
者
の

身
分
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。」（
九
頁
）
と

述
べ
て
い
る
。

後
述
す
る
木
牘
の
文
言
を
根
拠
に
し
て
、
六
号
墓
の
被
葬
者
は
刖
刑
を
科
さ
れ
て

左
足
を
切
ら
れ
て
い
た
、
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
足
を
切
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は

棺
内
の
人
骨
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

六
号
墓
を
含
む
九
座
の
墓
の
被
葬
者
の
身
分
に
つ
い
て
、
前
掲
「
第
一
次
発
掘
簡

報
」
は
「
墓
形
が
や
や
小
さ
く
、
随
葬
品
が
や
や
少
な
く
、
か
つ
日
用
の
陶
器
を
主

と
す
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
の
墓
の
被
葬
者
の
身
分
は
均
し
く
や
や
低
く
、
お

お
よ
そ
庶
民
に
当
た
る
。」（
二
十
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
劉
国
勝
「
雲
夢
龍
崗
簡

牘
考
釈
補
正
及
其
相
関
問
題
的
探
討
」（『
江
漢
考
古
』
一
九
九
七
年
第
一
期
掲
載
）

は
、
六
号
墓
に
つ
い
て
、
そ
の
「
墓
坑
位
置
と
墓
葬
形
制
と
か
ら
見
て
、
ま
た
、
出

関
法
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土
し
た
随
葬
物
品
（
二
件
の
陶
器
と
六
件
の
漆
木
器
と
を
指
す
。
佐
立
注
）
の
基
本
情
況
（
銅
器
が
随
葬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
漆
木
器

の
数
が
少
な
い
こ
と
。
佐
立
注
）
か
ら
見
て
、
六
号
墓
の
墓
坑
が
在
る
龍
崗
墓
地
及
び
そ
の
附
近
に
位
置
す
る
睡
虎
地
墓
地
内
の
大
多
数

の
墓
葬
と
お
お
よ
そ
類
似
し
て
い
る
の
で
、
六
号
墓
は
庶
民
の
墓
で
あ
ろ
う
。」（
六
十
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

六
号
墓
の
被
葬
者
の
身
分
が
庶
民
で
あ
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
木
牘
の
文
の
内
容
と
合
致
す
る
。

三

法
律
竹
簡
の
真
価

六
号
墓
の
棺
内
か
ら
出
土
し
た
百
五
十
枚
余
り
の
竹
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
秦
の
法
律
の
条
文
は
、
禁
苑
（
皇
帝
専
用
の
遊
猟
場
）
や
馳

道
（
皇
帝
専
用
の
道
路
）、
馬
牛
や
田
租
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
全
体
の
釈
文
は
前
掲
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』
及
び
中
国
文
物
研
究

所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
龍
崗
秦
簡
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
条
文
中
に
「
皇
帝
」
及
び
「
黔

首
」
の
語
が
見
ら
れ
、『
史
記
』
巻
六
、
秦
始
皇
本
紀
、
二
十
六
年
条
に
「
号
し
て
皇
帝
と
曰
う
。」「
民
を
更
名
し
て
黔
首
と
曰
う
。」
と

あ
る
か
ら
、
六
号
墓
の
竹
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
法
律
は
、
始
皇
帝
の
二
十
六
年
（
前
二
二
一
）
以
降
に
行
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
（
劉
信
芳
・
梁
柱
「
雲
夢
龍
崗
秦
簡
綜
述
」『
江
漢
考
古
』
一
九
九
〇
年
第
三
期
掲
載
、
七
十
九
頁
）。

前
節
に
記
し
た
よ
う
に
六
号
墓
の
被
葬
者
が
庶
民
の
身
分
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
棺
内
か
ら
出
土
し
た
法
律
竹
簡
は
、
そ
こ
に
記

さ
れ
て
い
る
条
文
の
内
容
の
貴
重
さ
に
止
ま
ら
な
い
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
六
号
墓
の
棺
内
に
法
律
竹
簡
が
納
め
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
六
号
墓
の
被
葬
者
で
あ
る
庶
民
が
法
律
竹
簡
を
生
前
に
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
秦
代
の
庶
民
が

法
律
竹
簡
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
秦
朝
で
は
庶
民
に
対
し
て
法
律
が
公
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
六
号
墓

の
棺
内
か
ら
出
土
し
た
法
律
竹
簡
は
、
秦
朝
で
庶
民
に
対
し
て
法
律
が
公
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
物
的
証
拠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も

雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
木
牘
の
一
尺
六
寸
の
長
さ
に
つ
い
て

五

(一
四
〇
)



そ
も
法
律
の
規
定
の
中
に
は
庶
民
に
関
わ
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
を
庶
民
に
公
開
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、

法
律
が
庶
民
に
対
し
て
公
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
を
求
め
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
で
は
古
来
、
庶
民

に
対
し
て
法
律
が
隠
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
偏
見
が
我
が
国
の
学
界
に
は
根
強
く
存
在
す
る
の
で
（
前
稿
「
旧
中
国
の
法
律
公
開
の
方
法

に
つ
い
て
」
本
誌
第
六
十
六
巻
第
五
・
六
号
掲
載
、
二
〇
一
七
年
。
第
一
節
）、
庶
民
に
対
し
て
法
律
が
公
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
物
的

証
拠
は
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

四

木
牘
の
文
の
解
釈

六
号
墓
の
棺
内
か
ら
出
土
し
た
一
枚
の
木
牘
に
は
、
正
面
右
行
十
八
字
、
左
行
十
七
字
、
裏
面
三
字
の
計
三
十
八
字
が
記
さ
れ
て
い
る

（
前
掲
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』
の
木
牘
摹
本
（
四
十
六
頁
）
を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
摹
本
は
第
一
字
の
上
に
あ
る
「
・
」
印
を
描
き
忘
れ

て
い
る
。）。
こ
の
三
十
八
字
の
文
は
、
前
掲
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』
の
釈
文
（
四
十
五
頁
）
に
従
え
ば
、
次
の
よ
う
な
文
で
あ
る
。

｢・
鞫
之
、
辟
死
論
不
当
為
城
旦
、
吏
論
失
者
已
坐
以
論
。
九
月
丙
申
、
沙
羡
丞
甲
・
史
丙
免
辟
死
為
庶
人
。
令
自
尚
也
。」

冒
頭
の
「
・
」
印
は
文
の
開
始
を
表
示
す
る
（
胡
平
生
「
雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
墓
主
考
」『
文
物
』
一
九
九
六
年
第
八
期
掲
載
。
七
十

三
頁
）。「
令
自
尚
也
」
の
後
は
木
牘
の
裏
面
は
空
白
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、「
鞫
之
」
か
ら
「
令
自
尚
也
」
ま
で
の
文
は
始
め
か
ら
終
わ

り
ま
で
が
揃
っ
た
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

｢鞫
之
」
の
字
句
は
湖
北
省
江
陵
県
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
『
奏

書
』
の
案
例
の
い
く
つ
か
に
出
て
く
る
（
同
上
、
七
十
四
頁
）。

『
奏

書
』
の
案
例
で
は
「
鞫
之
」
ま
た
は
「
鞫
」
に
続
く
文
は
裁
判
官
の
事
実
認
定
の
文
で
あ
る
。
木
牘
の
「
鞫
之
」
と
『
奏

書
』

の
「
鞫
之
」
と
が
同
じ
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
木
牘
の
「
鞫
之
」
の
字
句
に
続
く
「
辟
死
」
か
ら
「
已
坐
以
論
」
ま
で
の
文
は
裁
判
官

関
法

第
六
九
巻
一
号

六

(一
三
九
)



の
事
実
認
定
の
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

劉
国
勝
「
雲
夢
龍
崗
簡
牘
考
釈
補
正
及
其
相
関
問
題
的
探
討
」（
前
掲
、
六
十
五
頁
）
に
拠
れ
ば
、「
辟
死
」
は
人
名
で
あ
る
。
漢
代
の

印
に
「
連
辟
死
」
と
い
う
姓
名
の
私
印
が
あ
る
と
い
う
。

｢吏
論
失
者
」
の
「
論
失
」
の
字
句
は
『
奏

書
』
の
十
七
番
目
の
案
例
に
出
て
く
る
（
前
掲
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』
四
十
五
頁
注
③
）。

雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
木
牘
の
一
尺
六
寸
の
長
さ
に
つ
い
て

七

(一
三
八
)

『雲夢龍崗秦簡』六号墓木牘摹本（冒頭の「・」印を
同書所載の写真を見て補った。）



誤
っ
た
判
決
を
下
す
意
味
で
あ
る
。

｢已
坐
以
論
」
の
句
は
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
『
法
律
答
問
』
の
一
四
六
番
目
の
条
に
出
て
く
る
（
同
上
、
四
十
五
頁
注
③
）。
す
で
に
刑
を

言
い
渡
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

｢沙
羡
」
は
沙
羡
県
で
、
治
所
は
現
在
の
湖
北
省
武
漢
市
の
西
南
、
長
江
の
南
岸
に
位
置
し
た
。
現
在
の
雲
夢
県
は
秦
の
安
陸
県
で
あ

り
、
秦
の
沙
羡
県
と
安
陸
県
と
は
ど
ち
ら
も
南
郡
に
属
し
た
（
劉
信
芳
「
関
于
雲
夢
龍
崗
秦
牘
〝
沙
羡
〟
的
地
望
問
題
」『
文
物
』
一
九

九
七
年
第
十
一
期
掲
載
）。

｢庶
人
」
は
、
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
「
二
年
律
令
」
の
「
戸
律
」
第
三
一
二
簡
に
「
公
卒
・
士
五
（
伍
）・
庶
人

各
一
頃
」
と
あ
る
「
庶
人
」
と
同
じ
意
味
の
法
律
用
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
公
卒
」「
士
伍
」
と
と
も
に
、
庶
民
の
う
ち
で
二
十
等
爵
を

持
た
な
い
庶
民
の
一
種
で
あ
る
（
冨
谷
至
編
『
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
（
訳
注
篇
）』
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。

二
〇
七
頁
注
③
）。
椎
名
一
雄
「
漢
代
爵
制
的
身
分
秩
序
の
構
造
―
―
「
庶
人
」
と
民
爵
賜
与
の
関
係
―
―
」（『
大
正
大
学
東
洋
史
研
究
』

第
二
号
掲
載
、
二
〇
〇
九
年
）
に
拠
れ
ば
、
秦
漢
代
の
「
庶
人
」
は
、
民
の
一
部
で
あ
り
、
爵
を
持
た
ず
、
兵
役
義
務
が
与
え
ら
れ
て
い

な
い
者
で
あ
っ
た
。

｢令
自
尚
」
の
字
句
は
、
張
家
山
漢
墓
竹
簡
「
二
年
律
令
」
具
律
の
第
一
二
四
簡
に
出
て
く
る
（
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小

組
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
。
一
五
一
頁
注
七
）。
ま
た
、『
奏

書
』
の
十
七
番
目
の
案
例
に
「
令
自
常
」

の
句
が
見
ら
れ
る
（
前
掲
劉
国
勝
論
文
、
六
十
六
頁
。
前
掲
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』
四
十
七
頁
注
⑦
）。「
令
自
尚
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
い

ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
佐
々
木
研
太
・
下
田
誠
「
龍
崗
六
号
秦
墓
木
牘
訳
注
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
第
十
六
号
掲
載
、
二

〇
一
二
年
。
九
一
頁
）
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。「
自
由
に
す
る
。」「
も
と
の
状
態
に
も
ど
す
。」
と
い
う
意
味
に
受
け
取
る
説
も
捨
て
難
い
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け
れ
ど
も
、「
尚
」
を
「
奉
」「
養
」
と
解
き
、「
令
自
尚
」
を
税
役
を
免
除
し
て
「
自
ら
を
養
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
に
受
け
取
る
戴
世

君
「〝
自
尚
（
自
常
）〟
和
〝
簒
遂
〟
釈
義
」（『
語
言
研
究
』
第
二
十
九
巻
第
四
期
掲
載
、
二
〇
〇
九
年
）
の
説
に
今
は
従
い
た
い
。

以
上
の
説
明
を
踏
ま
え
て
木
牘
の
文
を
訓
読
し
、
和
訳
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

【訓
読
】

之
れ
を
鞫
す
。
辟
死
は
論
ぜ
ら
れ
て
当
た
ら
ず
、
城
旦
と
為せ

ら
る
。
吏
の
論
失
す
る
者
は
已
に
坐つ

み

せ
ら
る
る
に
論
を
以
て
す
。
と
。

九
月
丙
申
、
沙
羡
丞
の
甲
、
史
の
丙
、
辟
死
を
免
じ
て
庶
人
と
為
す
。
自
尚
せ
し
む
る
な
り
。

【和
訳
】

事
実
を
次
の
よ
う
に
認
定
し
ま
す
。
辟
死
は
不
当
な
判
決
を
下
さ
れ
て
城
旦
の
刑
を
受
け
ま
し
た
。
誤
っ
て
不
当
な
判
決
を
下
し
た

裁
判
官
は
す
で
に
判
決
を
下
さ
れ
て
罪
が
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
と
。

九
月
丙
申
、
沙
羡
県
の
丞
で
あ
る
甲
、
史
で
あ
る
丙
が
辟
死
を
刑
徒
の
身
分
か
ら
解
放
し
て
庶
人
の
身
分
と
し
ま
す
。（
税
役
を
免

除
し
て
）
自
ら
を
養
わ
せ
ま
す
。

こ
の
和
訳
を
一
見
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
し
て
、
既
に
前
掲
『
雲
夢
龍
崗
秦
簡
』（
四
十
八
頁
）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
六

号
墓
の
木
牘
の
文
は
、
辟
死
の
冤
罪
の
訴
え
に
対
す
る
再
審
裁
判
の
判
決
文
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
冥
界
宛
て
の
文
書

で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
宛
先
が
冥
界
の
誰
か
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
言
が
一
言
も
な
い
の
で
、
冥
界
宛
て
の
文
書
で
は
な
い
。
ま

た
、
現
実
の
判
決
文
で
は
な
く
、
架
空
の
判
決
文
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
が
、「
九
月
丙
申
」
と
い
う
具
体
的
な
日
付
が
記
さ
れ
て
い

雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
木
牘
の
一
尺
六
寸
の
長
さ
に
つ
い
て
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る
こ
と
か
ら
、
現
実
の
判
決
文
で
あ
る
と
考
え
る
。
九
月
丙
申
の
日
が
存
在
す
る
年
は
秦
代
に
た
く
さ
ん
あ
り
（
張
培
瑜
『
中
国
先
秦
史

歴
表
』
斉
魯
書
社
、
一
九
八
七
年
）、
木
牘
の
九
月
丙
申
が
何
年
の
そ
れ
な
の
か
特
定
で
き
な
い
。

辟
死
が
受
け
た
「
城
旦
」
の
刑
は
、
入
れ
墨
や
足
切
り
の
肉
刑
を
施
し
て
労
役
に
服
さ
せ
る
「
刑
城
旦
」
と
、
肉
刑
を
施
さ
ず
に
労
役

に
服
さ
せ
る
「
完
城
旦
」
と
の
二
種
類
が
あ
る
。
六
号
墓
の
木
牘
は
被
葬
者
の
腰
部
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
、
六
号
墓
の
被
葬
者
が
辟
死

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
棺
内
に
被
葬
者
の
下
肢
骨
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
辟
死
は
斬
左
趾
城
旦
の
刑
を
受

け
た
と
す
る
説
が
あ
る
。「
二
年
律
令
」
具
律
第
一
二
四
簡
に
拠
れ
ば
、
肉
刑
を
受
け
た
後
で
冤
罪
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
刑
徒
の
身

分
か
ら
解
放
さ
れ
た
男
子
は
、「
庶
人
」
で
は
な
く
「
隠
官
」
の
身
分
に
さ
れ
る
定
め
で
あ
っ
た
。

籾
山
明
『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
第
二
章
の
補
論
「
龍
崗
六
号
秦
墓
出
土
の
乞
鞫

木
牘
」
は
、「
龍
崗
六
号
秦
墓
木
牘
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、
乞
鞫
の
結
果
を
記
す
公
文
書
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
人

名
が
甲
や
丙
の
よ
う
に
記
号
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
木
牘
は
埋
葬
用
の
擬
制
文
書
に
違
い
な
い
。
龍
崗
六
号
秦
墓

の
墓
主
は
男
性
と
推
定
さ
れ
る
が
、
遺
体
に
は
「
下
肢
骨
」
が
な
く
、
生
前
に
斬
趾
刑
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
（
中
略
）。
報

告
者
に
よ
る
観
察
が
確
か
だ
と
す
れ
ば
、
辟
死
は
肉
刑
を
受
け
た
刑
徒
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
釈
放
の
の
ち
隠
官
で
は
な
く
庶
人
に

復
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
辟
死
に
対
す
る
雪
冤
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
葬
礼
に
伴
う
虚
構
で
あ
っ
た
可
能
性
を

示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
一
二
二
頁
か
ら
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
第
二
節
に
書
い
た
よ
う
に
、
被
葬
者
が
足
を
切
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
棺
内
の
人
骨
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、

木
牘
の
「
庶
人
と
為
す
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
辟
死
が
受
け
た
城
旦
刑
は
完
城
旦
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
人
名

が
甲
・
丙
と
記
号
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
木
牘
の
判
決
文
が
原
本
で
は
な
く
写
し
で
あ
る
か
ら
に
過
ぎ
ま
い
。
劉
釗
「
読
《
龍
崗
秦
簡
》
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札
記
」（『
簡
帛
語
言
文
字
研
究
』
第
一
輯
掲
載
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
辟
死
が
冤
罪
を
訴
え
た
案
件
が
「
実
際
に
存
在
し
た
案
件
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
」（
二
十
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

木
牘
の
判
決
文
の
成
り
立
ち
を
、
籾
山
前
掲
著
書
第
二
章
「
秦
漢
時
代
の
刑
事
訴
訟
」
が
復
元
し
た
秦
及
び
漢
初
の
裁
判
手
続
に
沿
っ

て
説
明
す
る
と
、
ま
ず
、
辟
死
は
ど
こ
か
の
県
で
誤
判
を
被
り
、
城
旦
の
刑
を
科
さ
れ
、
沙
羡
県
で
服
役
し
、
服
役
中
に
沙
羡
県
に
冤
罪

を
訴
え
た
（「
乞
鞫
」
と
称
さ
れ
る
。）。
沙
羡
県
は
原
審
の
獄
案
を
南
郡
の
太
守
に
送
上
し
、
太
守
は
行
政
監
督
官
で
あ
る
都
吏
に
再
審

理
を
行
わ
せ
、
都
吏
が
事
実
を
認
定
し
た
。
そ
の
事
実
認
定
の
文
が
木
牘
の
「
鞫
之
」
か
ら
「
已
坐
以
論
」
ま
で
の
文
で
あ
る
。
都
吏
は

再
審
理
の
結
果
を
中
央
の
最
高
裁
判
官
で
あ
る
廷
尉
に
報
告
し
、
報
告
を
受
け
て
廷
尉
は
沙
羡
県
に
通
達
を
出
し
て
、
辟
死
を
解
放
し
て

庶
人
と
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
の
時
に
都
吏
の
事
実
認
定
の
文
も
県
に
送
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
沙
羡
県
は
廷
尉
か
ら
の
通
達
に

従
っ
て
、
辟
死
を
解
放
し
て
庶
人
と
す
る
判
決
文
を
県
丞
と
獄
史
（
裁
判
担
当
の
書
記
官
）
と
の
名
で
作
成
し
た
。
こ
れ
が
木
牘
の
「
九

月
丙
申
」
か
ら
「
令
自
尚
也
」
ま
で
の
文
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
に
は
判
決
文
に
「
甲
」「
丙
」
で
は
な
く
県
丞
と
獄
史
と
の
本

名
が
記
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
辟
死
は
、
刑
徒
の
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
て
庶
人
の
身
分
と
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
書
と
し
て
、
都
吏
の
事
実
認
定
の
文
と
沙
羡
県

の
判
決
文
と
か
ら
辟
死
に
と
っ
て
必
要
な
文
だ
け
を
抜
き
出
し
て
記
し
た
木
牘
を
沙
羡
県
か
ら
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
木
牘
に
も

県
丞
と
獄
史
と
の
本
名
が
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
辟
死
は
そ
の
後
、
庶
人
の
身
分
の
ま
ま
、
生
活
の
た
め
に
、
安
陸
県
近
郊
の
禁

苑
に
用
務
員
と
し
て
雇
わ
れ
た
。
六
号
墓
の
棺
内
に
納
め
ら
れ
て
い
た
法
律
竹
簡
は
、
辟
死
が
禁
苑
の
用
務
員
で
あ
っ
た
時
期
に
仕
事
に

役
立
て
る
た
め
に
入
手
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

辟
死
が
亡
く
な
っ
た
時
、
そ
の
遺
族
は
辟
死
が
沙
羡
県
か
ら
受
け
取
っ
た
木
牘
の
複
製
を
作
っ
て
、
複
製
の
方
を
辟
死
の
棺
に
納
め
た
。

雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
木
牘
の
一
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六
寸
の
長
さ
に
つ
い
て
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木
牘
の
複
製
を
作
っ
た
時
に
県
丞
と
獄
史
と
の
本
名
を
「
甲
」「
丙
」
の
仮
名
に
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
複
製
の
木
牘
は
本
物
の
木
牘
と

同
じ
大
き
さ
、
同
じ
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
次
節
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
辟
死
が
受
け
取
っ
た
木
牘
の
長
さ
に
も
意
味

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五

木
牘
の
一
尺
六
寸
の
長
さ
に
つ
い
て

第
一
節
に
記
し
た
よ
う
に
、
雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
木
牘
は
、
長
さ
が
三
六
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
秦
代
の
一
尺
は
二
三

セ
ン
チ
で
あ
る
か
ら
、
三
六
・
五
セ
ン
チ
は
ほ
ぼ
一
尺
六
寸
に
当
た
る
。
一
尺
六
寸
の
長
さ
の
簡
牘
は
、
中
国
各
地
で
ど
れ
だ
け
の
数
、

ど
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
た
も
の
が
出
土
し
て
い
る
の
か
調
べ
尽
く
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
伊
藤
瞳
「
長
さ
か
ら
見
た
簡
牘
の
規
格
の
基

礎
的
考
察
―
―
文
献
と
出
土
資
料
―
―
」（『
千
里
山
文
学
論
集
』
第
八
十
二
号
掲
載
、
二
〇
〇
九
年
）
及
び
横
田
恭
三
『
中
国
古
代
簡
牘

の
す
べ
て
』（
二
玄
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
各
簡
牘
の
長
さ
を
見
る
限
り
、
極
く
少
数
で
あ
り
、
内
容
は
暦
譜
（
張
家

山
一
三
六
号
墓
漢
簡
）、
日
書
（
張
家
山
一
二
七
号
墓
漢
簡
）、
顧
山
銭
（
儀
徴
胥
浦
一
〇
一
号
墓
漢
簡
）、
遺
詔
と
書
信
（
玉
門
花
海
漢

簡
）、
田
租
帳
と
穀
物
帳
（
江
陵
鳳
凰
山
十
号
墓
漢
簡
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
一
尺
六
寸
簡
の
内
容
は
様
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
事
実
は
、
秦
朝
で
は
、
あ
る
内
容
の
簡
は
一
尺
六
寸
の
長
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
き
ま
り
で
あ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
六
号
秦
墓
の
木
牘
は
な
ぜ
長
さ
が
一
尺
六
寸
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
尺
六
寸
の
長
さ
で
思
い
出
す
の
は
『
商
君
書
』
定
分

篇
の
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
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【和
訳
】

秦
の
孝
公
が
公
孫
鞅
に
質
問
し
た
。「（
中
略
）
天
下
の
吏
民
す
べ
て
に
法
令
を
は
っ
き
り
と
知
ら
せ
て
、
画
一
的
に
私
心
無
く
行
用

さ
せ
た
い
の
で
す
。
そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」

公
孫
鞅
が
答
え
た
。「
法
令
の
た
め
に
官
職
を
設
け
、
官
吏
を
置
き
ま
す
。（
中
略
）
諸
官
吏
及
び
民
が
法
令
の
意
味
を
質
問
し
た
と

き
は
す
べ
て
、
法
令
を
主
る
官
吏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
質
問
者
が
も
と
も
と
質
問
し
た
か
っ
た
法
令
の
意
味
を
明
確
に
教
え
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
一
尺
六
寸
の
割
符
を
作
り
（
原
文
。
各
為
尺
六
寸
之
符
）、
質
問
を
受
け
た
年
月
日
時
、
質
問
さ
れ
た
法
令
の
条
文
を
明
記
し
て
、

吏
民
に
法
令
の
意
味
を
教
え
ま
す
。（
中
略
）
割
符
の
左
券
を
法
令
を
質
問
す
る
吏
民
に
与
え
（
原
文
。
即
以
左
券
予
吏
之
問
法
令
者
。

「
吏
」
を
「
吏
民
」
に
直
し
て
訳
し
た
。）、
法
令
を
主
る
官
吏
は
謹
ん
で
そ
の
右
券
を
木
箱
に
お
さ
め
、
室
内
に
保
管
し
、
法
令
を
主

る
長
官
の
印
で
封
を
し
ま
す
。
も
し
後
で
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
れ
ば
、
割
符
の
記
録
に
拠
っ
て
処
理
し
ま
す
。（
後
略
）」（
原
文
及
び
訓
読

は
前
稿
「
法
令
は
民
の
命
な
り
―
『
商
君
書
』
定
分
篇
の
罪
刑
法
定
主
義
―
」（
本
誌
第
六
十
五
巻
第
四
号
掲
載
、
二
〇
一
五
年
）
を

参
照
。）

こ
こ
に
、
秦
の
孝
公
の
質
問
に
対
し
て
公
孫
鞅
が
、
法
令
を
主
る
官
吏
を
置
い
て
、
吏
民
が
法
令
の
意
味
を
質
問
し
た
と
き
に
、
質
問

を
受
け
た
年
月
日
時
及
び
質
問
さ
れ
た
法
令
の
条
文
を
法
令
を
主
る
官
吏
が
一
尺
六
寸
の
長
さ
の
割
符
に
明
記
し
て
、
吏
民
に
法
令
の
意

味
を
教
え
る
、
と
い
う
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
尺
六
寸
の
符
と
六
号
秦
墓
の
一
尺
六
寸
の
木
牘

と
は
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

秦
朝
の
制
度
で
は
、
訴
訟
当
事
者
が
願
え
ば
、
裁
判
官
が
判
決
文
の
要
点
を
写
し
て
、
証
明
書
と
し
て
訴
訟
当
事
者
に
与
え
る
定
め
に

雲
夢
龍
崗
六
号
秦
墓
か
ら
出
土
し
た
木
牘
の
一
尺
六
寸
の
長
さ
に
つ
い
て

一
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な
っ
て
お
り
、
判
決
文
の
要
点
を
写
す
簡
牘
の
長
さ
が
一
尺
六
寸
に
決
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
簡
牘
の
長
さ
が
な
ぜ
一

尺
六
寸
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
秦
朝
は
裁
判
を
法
律
に
従
っ
て
公
正
に
行
う
こ
と
を
重
ん
じ
た
の
で
、
判
決
文
の
要
点
を
記
し
て
訴
訟

当
事
者
に
与
え
る
簡
牘
は
、
裁
判
の
公
正
さ
を
示
す
重
要
な
物
で
あ
る
か
ら
、
水
徳
に
当
た
る
秦
朝
の
基
本
数
で
あ
る
六
（『
史
記
』
秦

始
皇
本
紀
に
「
数
は
六
を
以
て
紀
と
為
す
。」
と
あ
る
。）
を
用
い
る
長
さ
に
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
六
寸
で
は
短
か
す
ぎ
る
し
、
二
尺
六

寸
で
は
長
す
ぎ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
で
法
律
を
適
用
し
て
判
決
を
下
す
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
官
が
法
律
の
解
釈
を
語
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
が
判
決
文
の
要
点
を
一
尺
六
寸
の
簡
牘
に
書
き
写
し
て
訴
訟
当
事
者
に
与
え
る
と
い
う
制
度
が
、『
商
君
書
』
定

分
篇
で
は
、
法
令
を
主
る
官
吏
が
質
問
者
に
対
し
て
、
質
問
さ
れ
た
法
令
の
条
文
を
記
し
た
一
尺
六
寸
の
符
を
与
え
て
、
法
令
の
意
味
を

教
え
る
と
い
う
制
度
と
し
て
記
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
秦
朝
で
は
、
前
者
の
制
度
と
は
別
に
後
者
の
制
度
も
本
当
に

存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
第
Ⅰ
編
第
二
章
「
視
覚
簡
牘
の
誕
生
」
は
「
統
一
秦
以
前

か
ら
前
漢
文
帝
初
期
に
い
た
る
時
期
の
簡
牘
の
長
さ
を
概
観
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、（
中
略
）
そ
こ
に
明
確
な
基
準
が
設
け
ら
れ
て

い
た
と
は
思
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
私
は
こ
こ
に
あ
げ
た
簡
牘
が
書
か
れ
た
と
き
に
は
、
い
ま
だ
簡
の
長
さ
の
は
っ
き
り
し
た

規
定
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
と
思
う
。」（
三
十
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、『
史
記
』
巻
六
、
秦
始
皇
本
紀
、

二
十
六
年
（
前
二
二
一
）
条
に
「
数
は
六
を
以
て
紀
と
為
し
、
符
・
法
冠
は
皆
六
寸
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
下
を
統
一
し
た
始
皇
帝

が
符
の
長
さ
を
六
寸
と
定
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
秦
朝
で
裁
判
官
が
判
決
文
の
要
点
を
書
き
写
す
簡
牘
の
長
さ
が
一
尺
六
寸
と
定

め
ら
れ
た
可
能
性
が
全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
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